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独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下「機構」という。）の平成２４年４月１日か

ら平成２５年３月３１日までの事業年度における業務運営に関する計画は、以下のとおり

とする。

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

に取るべき措置

Ａ．各分野における業務の質の向上のための取組み

Ａ－１．製品安全分野

１．製品事故の再発防止から未然防止に向けた取組みの強化

（１）事故情報の収集・分析の迅速化・重点化、信頼性向上

消費者が利用する製品のうち、消費者の生命又は身体に危害を及ぼす可能性のある

製品に適切な対応を図るため、以下の業務を行う。

① 消費者が利用する製品における事故情報等について、警察、消防、消費生活セン

ター等の地域における関係機関との意見交換等を通じ、網羅的かつ広範に、迅速か

つ的確に収集し、原因究明を行う。特に燃焼事故に係る事故原因究明に関しては、

燃焼技術センターにおいて、重点的に取り組み、実施する。警察、消防の事故情報

については、経済産業省と連携して設置した連絡窓口を通じて、また、消費生活セ

ンターの事故情報については、機構の全国組織を活用し、講演・セミナー等への講

師派遣や注意喚起資料の提供を通じて連携を強化することによって、迅速に事故情

報を収集し、事故原因究明を行う。

② 事故情報の収集が困難となっている高齢者や子供に関する事故情報の収集を一層

強化するため、消費者庁と連携を図り、消費者庁が開始した医療機関ネットワーク

事業で収集された病院情報の入手に努め、高齢者や子供に関する事故の内容、傾向、

リスク分析を行う。

③ 事故原因究明の確度を高めるためには、初動調査における現場確認や事故品確認

が重要であることから、現場確認・事故品確認を実施できるよう、事業者のみなら

ず、警察や消防、消費生活センターに積極的に働きかける。また、Ｒ－Ｍａｐ分析

等のリスク分析手法の活用を徹底し、リスク評価を行うことによってプライオリテ

ィ付けを行い、調査内容に濃淡をつけて効率的な事故原因究明を行う。

さらに、専門技術者、外部有識者の知見を有効利用するため、製品事故調査員や技

術アドバイザーを積極的に活用し、確度の高い調査と的確かつ迅速な事故原因究明

を行う。加えて、今後、横断的分析のために必要となる情報（製造年月、使用期間、

不具合部品等）の収集を拡充する。

④ 原因究明の精度向上を図るため、以下の事故原因究明手法の開発等を行う。

・「基板母材・絶縁材のトラッキング痕跡解析技術」の予備実験及び本実験を実施

する。（燃焼技術センター）

・「電気製品の低銀鉛フリーはんだの信頼性の調査」に関するデータを取得し整理、
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解析を行い、報告書を作成する。（中部支所）

・「製品からのＶＯＣ等放散による事故原因究明技術の強化」に関するデータを取

得し、整理、解析を行う。（北陸支所）

・「プラスチックの標準劣化サンプルの作成手法」に関する報告書をとりまとめる。

（北陸支所）

・自転車等機械分野（特に強度）の事故原因究明の技術の高度化を図る。（九州支

所）

さらに、平成２３年度に終了した原因究明手法の開発業務については、報告書を機

構内部に情報共有するとともに、必要に応じ公表する。

また、原因究明テスト等のデータの信頼性を確保するため、ＪＩＳＱ１７０２５（試

験所・校正機関の能力に関する一般要求事項）に基づく適合性を維持する。

（２）安全レベルの質的向上

① 安全性の高い製品設計に反映されることを目的として、収集した製品事故情報、

事故原因究明結果等を国、事業者等に積極的に提供する。

また、原因究明結果を製品毎に整理し、重大な事故リスクを有する製品や経年劣

化による事故発生事象が多い製品を中心に、ＦＴＡ（注１）、ＦＭＥＡ（注２）等

の故障モード解析手法を活用し、事故発生要因を明確化することにより使用者や製

品のライフサイクルを考慮した安全設計のための技術情報を提供する。

さらに、扇風機やテレビを対象とした部品レベルでの経年劣化分析を実施し、安

全対策を検討するための手法の確立を目指す。

注１：ＦＴＡ：Fault Tree Analysis（故障の木解析）

注２：ＦＭＥＡ：Failure Mode and Effect Analysis（故障モードとその影響の

解析）

② 製品事故の予測・傾向分析に向けた検討を開始するため、家電量販店等との連携

により、前年度の修理情報等に加え、製造年月日、故障部品の仕様、動作状況等の

詳細なヒヤリ・ハット情報を収集する。

③ 機構が保有する事故情報データベースを英文化し、海外関係機関(欧米、アジア等)

との事故情報の共有を推進する。

また、海外連携体制の整備のため、関係機関との連携を実施するための人材育成

を推進するとともに、輸入品の安全性向上を目的として、アジア諸国への安全設計、

原因究明技術等の技術指導、支援を推進する。

④ 製品事故の未然・再発防止のための情報を積極的に提供するため、以下の取組み

を行う。

a.消費者に向けた事故防止のための情報を注意喚起チラシ、社告・リコールチラシ

等の印刷物、ホームページ等を通じて積極的に提供する。

b.主に誤使用・不注意事故を防止するため、機構東京（本所）で記者説明会を毎月

１回開催し、地方支所においても、プレス資料のマスコミへの投げ込みや可能な

場合は記者説明会を開催する。

c.メールマガジン（ＰＳマガジン）の配信登録者数の拡大に努め、ＰＳマガジンを

毎月２回配信して、注意喚起情報、社告・リコール情報等を提供する。
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d.消費生活センター、消費者団体、国の機関、大学、消防、業界団体等が主催する

製品安全に関するセミナー、シンポジウムへの講師派遣を行う。

e.社会人講座「知の市場」の開講や機構主催のセミナーを開催する。

f.業務報告会を東京と大阪で開催する。

g.小学校高学年、中学校等若年者向け製品安全教育教材を作成し、提供する。

⑤ 事故情報の分析結果に基づき、事故の未然・再発防止の観点から技術基準・規格

等及び関連する認証制度の見直し・整備の必要性を検討し、具体的な対応策を提言

する。

（３）技術基準・規格等の提案活動の強化

① 高齢者・乳幼児用製品のうち、リスクレベルが高いと判断される製品を特定し、

当該製品による事故の未然・再発防止策を検討し、技術基準・規格を制定・改正す

ることが効果的なものにあっては案を提言する。

リスクレベルの高い製品の抽出に当たっては、機構及び関係機関が保有するデー

タベースを集約・活用して行う。また、乳幼児用製品については、製品横断的な事

故防止対策を体系的に構築することを目的に危険源に対応した共通規格の検討に着

手する。

② 電気製品のプラスチック着火性試験方法等の国際規格化を実現するためにラウン

ドロビンテスト（国際共同評価実験）を主導する。

また、①で作成した技術基準・規格案を基に国際標準化の方策を検討して、関係

機関に提言し、その活動を支援する。

さらに、ＩＳＯ／ＰＣ２４０（製品リコール）・ＰＣ２４３（消費者用製品安全）

等において、国内基準を反映させた国際規格の整備を推進する。

③ 製品の安全に係る技術基準・規格の検討を行う民間団体（（財）製品安全協会、

（財）日本文化用品安全試験所、日本福祉用具・生活支援用具協会等）へのアドバ

イス、委員会への参加、技術支援等を行う。

④ 現行技術基準の内容に準じた階層型技術基準体系案（性能規定化技術基準案、同

解釈案及び同解説案）の骨子について、国による法令化作業を支援する。

併せて、一般家庭で使用するすべての電気製品を規制対象とするための政省令改

正案骨子について、国による法令化作業を支援するとともに、電安法法令業務実施

ガイドの周知活動を行う。

（４）製品安全に係る法執行・支援業務の的確な実施

① 消費生活用製品安全法に基づき主務大臣から指示された消費生活用製品の安全性

に関する技術上の調査及び特定保守製品等の経年劣化に関する技術上の調査を的確

に実施するため、リスクの大きさや事故の多発性や重篤性、緊急性などを考慮した

調査の優先度に基づき、効率的な調査を行うとともに、調査の進捗管理を行う。

② 経済産業大臣からの指示に基づく立入検査については、これを的確に実施し、そ

の結果を経済産業大臣に速やかに報告する。

また、工業標準化法に基づくＪＩＳマーク表示製品等の法令適合状況を把握する

ための試買検査を実施する。

計量法に基づく指定製造事業者制度により経済産業省から送付されてくる変更届
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出書、立入検査報告書等の書類の整理・整備を迅速に行い、管理台帳の改訂を着実

に実施するとともに、指定製造事業者判定委員会の資料作成や経済産業省からの調

査依頼に対する回答等の支援を着実に実施する。

さらに、経済産業大臣からの指示があった場合に備えて、製品安全４法に定める

適合性検査実施のための技術を維持し、指示があった場合には的確に実施する。

２．その他

消費者庁と国民生活センターの役割分担等を踏まえ、国民生活センターの行う商品テ

スト事業について、他の独立行政法人、民間検査機関等との関係に留意しつつ、機構の

技術的、専門的優位性にかんがみ、効果的、効率的な連携体制を維持する。

Ａ－２．化学物質管理分野

１．リスク評価に基づく化学物質の管理

（１）化学物質のリスク評価等

① 経済産業省、厚生労働省、環境省（以下「３省」という。）と連携し、一般化学

物質のスクリーニング評価及び優先評価化学物質のリスク評価等への利用のため、

評価の対象となる個々の化学物質の識別情報（ＭＩＴＩ番号（注１）とＣＡＳ番号

（注２）の関連付けの情報も含む。）、ハザード情報、物性情報等を収集・整備する。

また、スクリーニング評価やリスク評価を行うための基礎データとするため、化

学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（以下「化審法」という。）に基づき

経済産業省に届け出られた製造・輸入数量等について、技術的な確認・整理を行い、

評価対象単位（注３）毎に物質リストを作成するとともに、物質毎に製造輸入数量

等の集計を行う。

注１：化審法既存化学物質などに付されている独自の分類番号

注２：米国化学会の一組織であるＣＡＳが付与・管理している国際的に広く用い

られている分類番号

注３：複数の化学物質を一つのリスクとして評価すべき単位

② 優先評価化学物質のリスク評価の透明性を確保するため、評価手法に関する技術

ガイダンスの作成を支援する。さらに、スクリーニング評価、リスク評価を効率的

に行うため評価手法の内容を反映した評価用システムを構築する。一般化学物質の

スクリーニング評価及び優先評価化学物質のリスク評価を行い、その結果を３省に

提供する。

③ リスク評価手法の精度向上のため、用途情報の解析を行うほか、用途に応じた暴

露評価の手法を検討し、必要に応じて技術ガイダンスへの追加案を作成する。その

他、審議会等での意見を踏まえ、必要に応じて評価手法の改良案の作成等を行う。

（２）新規化学物質の審査等

① 新規化学物質の審査資料の確認等を行い、３省合同審議会資料等を作成するとと

もに、３省合同審議会において説明を行う。

さらに、新規化学物質の届出・審査に関わる技術的事項について事業者からの問
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合せへの対応を行う。

また、少量新規化学物質、中間物等の申出書類の技術的事項に係る確認を実施し、

有害性情報の報告について整理する。

② 経済産業省製造産業局長が実施する優良試験所確認制度（ＧＬＰ制度）に係る試

験施設の基準適合確認について現地査察への参加及び報告書作成等の協力を行う。

③ 新規化学物質等に関する届出情報や３省が保有する情報を収載した化学物質審査

支援システムについて整備等を行う。

④ 化審法に基づく官報公示のための化学物質の名称原案等を作成し、３省に提供す

る。

⑤ 新規化学物質の審査及びＧＬＰ制度の実施等を支援するために必要な国内外の情

報の収集・整理を行うとともに、国際的な動向に関する調査、経済協力開発機構（Ｏ

ＥＣＤ）等の活動への積極的な参画などにより技術上の支援を行う。また、分解性、

蓄積性、反復投与毒性に関する構造活性相関手法については、データのアップデー

ト等を行いつつ精度の向上を図るとともに、新規化学物質の審査等への活用を検討

する。

（３）立入検査等

経済産業大臣からの指示に基づく立入検査等を的確に実施し、報告書を報告期限内

に提出する。

２．化学物質の排出等に係る事業者の自主管理の促進

① 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（以

下「化管法」という。）における電子計算機システムの運用、維持・管理を行うと

ともに、ＰＲＴＲ（注）届出データの内容の確認及び電子化を行いファイル記録シ

ステムに入力する。さらに、届出データを集計し、別途国から提供される裾切り推

計及び非点源推計結果を併せて公表用データ等を作成する。

ＰＲＴＲ届出の電子化に際しては、ＰＲＴＲ届出作成支援プログラムにより作成

された書面届出書の２次元コード情報を活用して効率化するとともに、当該プログ

ラムの利用割合やユーザーの要望を踏まえてプログラムの普及拡大に向けての検討

を行う。

また、排出量算出マニュアル等についての事業者等からの照会への対応、化管法

ＰＲＴＲ制度における届出実務等に関する説明会等への講師の派遣、ホームページ

などによる関連情報の提供など化管法に係る普及啓発を行うとともに、化管法に関

する情報を収集し、関連情報と合わせてデータ解析を行い、必要に応じて関係者に

提供する。

さらに、利用者の利便性を考慮し、表示機能を強化した新ＰＲＴＲマップを公開

する。

注：Pollutant Release & Transfer Register 人の健康や生態系に有害な影響を

与えるおそれのある化学物質について、事業所からの環境への排出量及び事

業所外への移動量を、事業者が把握し国に届け出るとともに、国が集計して

公表する制度。
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② 電子届出について利用率が５０％を超える状況を維持するとともに、更なる利用

を拡大するための方策を検討する。

③ 国における化学物質管理に係る国内制度の企画立案を支援するため、ＯＥＣＤに

おけるＰＲＴＲタスクフォースに参加しＰＲＴＲの国際整合性を図るための情報の

収集・整理を行う。

３．化学兵器に係る国際約束の担保

① 経済産業大臣の指示に従い、国際機関による検査等への立会い及び立入検査等を

的確に実施し、その結果を経済産業大臣に速やかに報告する。特に、増加している

立会い等に的確に対応するため、関係職員に対する業務実施全般に関する訓練の実

施により、立会いに対応できる職員の育成・対応能力の向上を図る。

② 国際機関による検査の円滑化に資するため、対象事業所への事前調査を迅速に実

施するとともに、必要な場合には対象事業所への実態調査を的確に実施する。

③ 特定物質、指定物質及びこれらの関連物質に対する分析能力を向上させるため、

従前の対抗分析から重要な課題について抽出し、改善等を検討し、対抗分析実施方

法に反映させる。

また、担当毎に課題を決め分析訓練を実施するとともに、改善点等については、

関係職員に対し技術移転の分析訓練を実施する。

④ 国際機関等の動向等に注視し、検査実施方法に関する最新関連情報（分析方法、

更新された装備品情報等）を入手し、必要な場合にはマニュアルに反映させる等に

より、業務実施に反映させる。

４．化学物質管理情報の整備、提供の強化等

（１)化学物質の安全性等の情報の整備提供

① これまでに収集整備した法規制情報、ハザード情報、ＧＨＳ（注）情報等につい

て、効率的に収集・整理を行うとともに、化学物質総合情報提供システム（ＣＨＲ

ＩＰ)及びＪ－ＣＨＥＣＫ等のデータベースやホームページ等の手段を通じて国民、

事業者、行政機関等に提供する。

注： GHS：The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Che

micals（世界調和システム）

② 国内外の情勢、ウェブアンケートやニーズ調査などによるユーザーの要望等を考

慮して、ＧＨＳ情報や化審法に基づくリスク評価結果などの情報提供のあり方を検

討するとともに、ＣＨＲＩＰ等のデータベースやホームページへ新たに追加等すべ

き機能や情報などについて検討し、システム改修を行う。また、次期ＣＨＲＩＰの

検討を開始する。

③ アジアの化学物質管理の調査結果をＣＨＲＩＰの情報提供項目に反映するととも

に、引き続き、国内及びアジアを中心とした海外の化学物質管理に関する情報の調

査等を行い、その結果を踏まえた情報基盤の整備、検討を行う。さらに、国際機関

等の活動に参画し、アジアの化学物質情報基盤構築を支援するとともに、ｅ－Ｃｈ

ｅｍＰｏｒｔａｌ（注）に、必要に応じて機構が整備しているＪ－ＣＨＥＣＫのデ
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ータベース構造の情報を提供するなど、国際情報基盤整備に対応する。

注： e-ChemPortal: a Global Portal to Information on Chemical

Substances 化学物質の安全性に関する政府間フォーラム（ＩＦＣＳ）によ

る２００３年の採択を受け、ＯＥＣＤが２００７年に構築を開始した、加盟

国や国際機関が有する既存化学物質のハザード情報などに関するデータベー

スを一括して検索できるポータルサイト

④ ナノ材料の安全性等について、諸外国の管理等の状況を調査するとともに、独立

行政法人産業技術総合研究所やＯＥＣＤでの研究動向などを踏まえて、将来の情報

提供の方法について検討を行う。

（２）化学物質のリスク等に係る相互理解のための情報の整備、提供

「リスクコミュニケーションの国内事例」のウェブコンテンツについて、これまで

の調査結果を踏まえて、見直しを行うとともに、情報提供の方法や内容についての検

討を行う。

また、事業者や自治体等のリスクコミュニケーションに資する情報をホームページ

等により提供するとともに、その活用方法についての講演会等を行う。

さらに、自治体からの依頼による講演、研修等への講師派遣を通じて、化学物質の

自主管理の推進を支援する。

Ａ－３．バイオテクノロジー分野

１．バイオテクノロジーの産業利用のための安全性確保

（１）遺伝子組換え生物等の産業利用におけるカルタヘナ法の執行・支援業務

① 申請書類の事前審査等の審査支援

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（以

下「カルタヘナ法」という。）における鉱工業利用を目的とした第二種使用等の大

臣確認申請書類について、技術的な内容の確認等の事前審査を行うとともに、事業

者からの照会等に対し適切に対応する。また、経済産業大臣が定めるＧＩＬＳＰ（優

良工業製造規範）遺伝子組換え微生物リストの改正に必要な技術情報等の調査を行

い、告示原案を作成し経済産業省に報告する。さらに、平成１７年度から平成１９

年度までに大臣確認を受けた申請書類のデータベース化を行う。

② 立入検査等による事後の確認

カルタヘナ法第３２条第１項の規定に基づく立入検査等について、同条第２項の

規定に基づく経済産業大臣の指示に従って的確に実施し、その結果を経済産業大臣

に速やかに報告する。

③ カルタヘナ議定書締約国会合への活動に対する協力等

カルタヘナ議定書締約国会議関係の会合への出席、外部機関訪問等による情報収

集・整理を行い、最新の科学的知見の集積を図る。

（２）微生物による有害物質の分解等におけるバイレメ指針への執行・支援業務

微生物によるバイオレメディエーション利用指針（以下「バイレメ指針」という。）

における申請書類の技術的な内容の確認及びバイレメ指針に基づき事業者が行うモニ
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タリング等に対する技術的支援の実施に向け、（３）の取組みを通じて必要な情報を

収集するとともに、体制整備に向けた検討を行う。

（３）微生物利用の際の適切なリスク評価の実現に向けた取組み

① 環境に導入する微生物を有害菌と区別するための評価手法の開発に必要な次の技

術情報の収集・整備を行う。

a.有害菌・有害遺伝子に係る既知情報収集・整備。

b.有害菌を区別するための微生物のゲノム情報・指標遺伝子の収集・整備。

また、収集・整備した技術情報及び指標遺伝子を元にデータベース化を図る。

② 環境微生物の網羅的な菌叢（きんそう）解析手法の開発に必要な環境サンプル（汚

染地下水及び土壌等）の菌叢を網羅的に解析する技術情報を収集・整備する。

③ 環境中に漏洩した微生物の経時的モニタリングによる漏洩菌の環境中での消長把

握、「生物学的封じ込め」効果の確認を実施する。

２．国際ルールに則った生物遺伝資源の安全かつ安定な供給

（１）国内外の有用な生物遺伝資源の安全かつ安定な供給

① 大学や企業等への依頼や海外機関との連携による菌株の交換等を行い、代替エネ

ルギー、環境修復、健康等の産業に利用される株や各種検定指定株、参照試験に用

いられる分類学的基準株等の産業利用上重要な微生物を収集する。収集した微生物

は、学名の確認などの品質管理試験を行った後、保存して提供する。

② 品質管理の高度化として、ＭＡＬＤＩ ＴＯＦ－ＭＳ（注）による種同定法を利

用し、当該方法で同定を行う微生物種の拡大を図るとともに、供給する生物遺伝資

源の品質を確保するため、ＩＳＯ ９００１の更新審査を受け、登録を維持する。

注：ＭＡＬＤＩ ＴＯＦ－ＭＳ：飛行時間質量分析装置。微生物の生産するタン

パク質を分析して精密な同定を行う装置。

③ 微生物株同定に用いられる遺伝子の解析、表現性状の解析並びに、代替エネルギ

ー、環境修復、健康等に関連する微生物のゲノム解析等を行い、保存微生物に情報

を付加する。

④ ユーザーに有益な生物遺伝資源情報を提供できる体制を整備するため、生物資源

管理システムの構築を開始する。また、ホームページやメールマガジンを通じた新

規公開株リストや生物遺伝資源に関する技術情報の発信、機構における活動の周知

による生物遺伝資源の利用促進を図る。

⑤ ＪＳＣＣ（日本微生物資源学会）カタログ、アジア諸国との生物遺伝資源機関ネ

ットワーク（ＡＢＲＣＮ）については、データの維持・更新を図りつつ、新たな参

加を呼びかける。引き続き、ＯＥＣＤの提唱する世界的生物遺伝資源機関ネットワ

ーク（ＧＢＲＣＮ）の在り方に関する実証プログラムに参加し、同プログラムの検

証に貢献する。このほか、ＪＳＣＣの理事会等に参加し、国として微生物の提供等

のあり方等について情報収集及び意見交換を行う。

⑥ アジア地域における生物遺伝資源の保存と利用促進を目的とする多国間の協力体

制（ＡＣＭ）の充実を目指し、平成２３年度に改訂した運営ルールに基づき、参加

国の拡大などを含めた方策を実施する。
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（２）海外生物遺伝資源に対するアクセス・ルートの確保

① 生物多様性条約に基づいた海外生物遺伝資源へのアクセス・ルートの確保として

企業等のユーザーに対し、ベトナム、モンゴルとの協力関係を利用した現地生物遺

伝資源への直接アクセスの支援を実施する。

② 生物多様性条約（ＣＢＤ）の精神に則った仕組みの下で、保有する海外生物遺伝

資源をユーザーに対して提供するサービスの実施を行う。

③ アクセス支援策を実施することを含め現在協力関係を構築している国々（インド

ネシア、ベトナム、モンゴル、タイ等）との間で引き続き生物遺伝資源の保全と持

続可能な利用を目的とした共同事業や微生物の交換を実施する。

④ これら途上国における生物多様性保全の支援事業である「眠れる森のび（美・微）

生物プロジェクト」を実施し、日本政府がＣＢＤ第１０回締約国会議（ＣＯＰ１０）

において約束した途上国支援に協力する。

⑤ 中南米、アフリカ地域などでのアクセスと利益配分に関する国内法の制定状況を

調査し、収集した基礎情報を基に生物遺伝資源に対するユーザーニーズ調査の対象

とする国を検討するとともに、新規資源国の現地調査を行う。

⑥ ＣＢＤに関連する国際会議等を利用してアクセスと利益配分についての国際動向

等に関する情報収集を行う。

（３）特許微生物に係る寄託業務の効率化の推進

特許法施行規則及びブダペスト条約等に基づく寄託機関として、特許微生物寄託セ

ンター（ＮＰＭＤ）及び特許生物寄託センター（ＩＰＯＤ）を適切に運営し、特許寄

託業務を確実に実施する。また、平成２５年４月につくばのＩＰＯＤをかずさに集約

すべく、かずさにおける施設整備等を年度内に実施する。

併せて、引き続き施設・設備の共用化、人員の業務兼務等を図るとともに、既存の

利用者への影響、利用者の意向、他の国際特許寄託機関の動向等も踏まえつつ、寄託

に係る手数料の見直しを実施する。

Ａ－４．適合性認定分野

１．製品事故の未然防止、取引の円滑化等への貢献

（１）法令に基づく認定等

① ＪＮＬＡ、ＪＣＳＳ及びＭＬＡＰの認定業務

a.工業標準化法試験事業者登録制度（ＪＮＬＡ）については、約３５件の審査案

件ごとに審査チームを速やかに編成し、円滑かつ的確に審査を行うとともに、

評定委員会又は評定委員会要否検討会を年１０回開催することにより迅速かつ

効率的に認定業務を実施する。

b.計量法校正事業者登録制度（ＪＣＳＳ）については、約５０件の審査案件ごと

に審査チームを速やかに編成し、円滑かつ的確に審査を行うとともに、評定委

員会又は評定委員会要否検討会を年２０回開催することにより迅速かつ効率的

に認定業務を実施し、１５件の新規登録の拡大並びに５０件の登録事業者の更

新を行う。
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c.計量法特定計量証明事業者認定制度（ＭＬＡＰ）については、約３０件の審査

・調査案件ごとに審査チームを速やかに編成し、円滑かつ的確に審査を行うと

ともに、評定委員会を適時開催することにより審査案件を遅滞なく処理する。

また、１００余りの認定事業者について、変更届の迅速な確認により認定状況

の管理を確実に行う。

② ＪＮＬＡ、ＪＣＳＳ及びＭＬＡＰの制度の普及等

a.ＪＮＬＡについては、制度の普及・拡大を図るため、不確かさの見積もりに関

するガイダンス文書、測定のトレーサビリティに関するガイダンス文書等の見

直しを行い、必要に応じて追加作成し、公表する。また、経済産業省が行う告

示改正作業を支援するため、ＪＩＳ規格の改正を反映させたＪＮＬＡ登録区分

告示案を適宜作成する。さらに、ＪＮＬＡ制度の更なる向上のため、ＪＮＬＡ

登録事業者等と情報交換を行うとともに、認定範囲等のニーズ調査を実施する。

b.ＪＣＳＳについては、事業者からの申請を一層容易にするため、登録の一般要

求事項、量別技術的要求事項適用指針、申請のための手引き等を見直し、申請

者の利便性の向上を図る。また、認定対象分野を拡大する場合等に説明会を適

時開催し、申請者の利便性の向上及び認定処理の効率化を図る。さらに、外部

委員会等へ積極的に参加し、外部機関との連携を強化し、認定範囲のニーズや

制度の効果的運用のためのニーズを把握し、制度に反映する。

c.ＭＬＡＰについては、ＭＬＡＰ制度の適切な普及、顧客サービスの向上を図る

ため、制度に対する要望調査等を行う。

③ ＪＮＬＡ及びＪＣＳＳの定期検査

a.ＪＮＬＡについては、アジア太平洋試験所認定協力機構（ＡＰＬＡＣ）及び国

際試験所認定協力機構（ＩＬＡＣ）の相互承認（ＭＲＡ）の要件維持を希望す

る認定事業者に対して、認定基準であるＩＳＯ／ＩＥＣ １７０２５を用いて約

３０件の定期検査を的確に実施し、ＭＲＡ対応認定事業者の認定情報を日本語

及び英語で機構ホームページに掲載する。

b.ＪＣＳＳについては、ＭＲＡ要件の維持を希望する事業者に対して、認定基準

であるＩＳＯ／ＩＥＣ １７０２５及びＩＳＯガイド３４（標準物質生産者の能

力に関する一般要求事項）を用いて約７０件の定期検査を的確に実施し、ＭＲ

Ａ対応認定事業者の認定情報を日本語及び英語で機構ホームページに掲載する。

④ ＪＮＬＡ、ＪＣＳＳ及びＭＬＡＰの技能試験

a.ＪＮＬＡについては、技能試験計画に従い実施するとともに、必要に応じて技

能試験計画の見直しを行う。また、外部機関で実施される土木・建築関係、電

気関係、繊維製品関係、日用品関係等の技能試験については、技能試験の国際

規格であるＪＩＳ Ｑ １７０４３（適合性評価－技能試験に対する一般要求事

項）に基づき評価・確認し、活用する。

b.ＪＣＳＳについては、新規の申請事業者及び前回技能試験参加後４年目に達す

るＭＲＡ対応認定事業者に対して、その技術能力を確認するための技能試験を

適切に実施し、その結果を審査、定期検査に活用する。これらの技能試験実施

にあたり、外部機関による技能試験を活用する際には、当該技能試験がＪＩＳ
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Ｑ １７０４３に適合しているかどうか評価・確認した上で活用する。

c.ＭＬＡＰについては、外部機関による技能試験準備作業の進行状況を注視しつ

つ、今年度前半に遅滞なく実施されるよう必要な協力を行う。また、技能試験

結果を審査等において活用する。

（２）法令に基づく認証機関の調査

① 工業標準化法に基づく認証機関の登録のための調査

経済産業大臣及び各経済産業局長の指示により、法令及び国際標準化機構及び国

際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準等に適合するかどうか

の調査を行い、その結果を経済産業大臣に速やかに報告する。

② 製品安全４法に基づく認証機関の登録のための調査

経済産業大臣の指示に従って法令及び国際標準化機構及び国際電気標準会議が定

めた製品の認証を行う機関に関する基準等に適合するかどうかの調査を行い、その

結果を経済産業大臣に速やかに報告する。

③ 特定機器に係る適合性評価手続きの結果の外国との相互承認の実施に関する法律

（特定機器相互承認法）に基づく認証機関の登録のための調査

経済産業大臣の指示に従って国外適合性評価事業の実施に係る体制について調査

を行い、その結果を経済産業大臣に速やかに報告する。

（３）法令に基づく認証機関等への立入検査

ＪＮＬＡ、ＪＣＳＳ及びＭＬＡＰの登録事業者又は認定事業者並びに工業標準化法、

計量法、製品安全４法及び特定機器相互承認法に基づく登録認証機関等の法令遵守状

況確認のため、経済産業大臣からの指示等に基づき、当該事業者等への立入検査を実

施し、その結果を経済産業大臣に速やかに報告する。

（４）政策的・社会的要請に対応する認定等

① 製品評価技術基盤機構認定制度（ＡＳＮＩＴＥ）において、産業界や試験事業者

等の関係者から新規分野の認定ニーズにつながる情報提供や相談等があった場合は、

認定等業務への実現可能性を迅速に検討するとともに、必要に応じて認定区分の拡

大等を計画する。また、国の政策の実現のため設置される委員会やマスメディア等

によって発信される情報、外部委員会や試験所組織が運営する会合に参加し関係者

とのコミュニケーションを通じて得られる情報を基に、常に技術の動向や標準化・

規格化等の動向について調査を行い、その結果に応じてＡＳＮＩＴＥにおいて、新

規認定分野の認定区分等の開発を行う。特に、社会的要請が強い空間放射線量率の

測定及び試料（排出ガス、粉じん、水、土壌及び廃棄物）中の放射能濃度の測定に

おいて、測定データの信頼性確保に寄与するために、該当する認定区分を立ち上げ

る。

② ＡＳＮＩＴＥ認定業務において、審査案件ごとに審査チームを速やかに編成し派

遣するとともに、評定委員会を適時開催することにより、迅速かつ効率的に業務を

実施し、ＩＳＯ／ＩＥＣ １７０１１（適合性評価－適合性評価機関の認定を行う認

定機関に対する一般要求事項）に要求される更新周期を遵守する。また、申請者の利

便性を向上するためのガイダンス文書を作成し公表する。さらに、ＡＳＮＩＴＥを

効果的に運用するため、顧客サービス向上及び認定ニーズ把握のための調査を行い、
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適切にＡＳＮＩＴＥに反映する。

２．中核認定機関としての信頼性の向上等

（１）国際規格に適合した技術的信頼性の高い認定機関運営

① 国際規格（ＩＳＯ／ＩＥＣ １７０１１）に適合したマネジメントシステムを維

持するため、マネジメントシステム文書の見直しを行い、必要な場合は改正する。

また、技術基準文書をホームページにより公開するとともに必要な場合は説明会を

開催する。さらに、認定業務に対する利害関係者・有識者からの情報を収集すると

ともに、内部監査及びマネジメントレビューや事業者に対する満足度調査を実施し、

マネジメントシステムの継続的改善を図る。加えて、審査員管理用のデータベース

及び審査工程管理用データベースの機能強化のための改良と平行して、より強力に

事務処理をサポートするデータベースを外部専門機関で作製するための仕様の検討

及びシステムの開発を行う。記録の原本管理やバックアップ等は認定機関としての

管理方針に基づき確実に実施する。また、認定事業者の情報をホームページ、専門

誌、展示会等を活用し提供する。

② 高度な技術的専門性を有する審査員の増強を目的として、審査員の資質及び審査

レベルの向上を図るため、研究所等の外部機関職員を主要な対象とした審査員資格

取得に係る講習会、訓練及び審査員資格保持者に対するフォローアップ研修等を実

施する。さらに、審査員への情報周知、審査レベルの均質化、意見交換等を行うた

め、審査員連絡会を年１回実施する。また、技術専門性を有する外部機関や技術専

門家から技術協力が得られる関係を構築・維持するために、技術支援契約の更新及

び維持、並びに審査員及び委員の委嘱を行う。

③ 職員の認定機関要員としての資質向上、技術力強化のため、認定プログラム共通

の内部研修を年４回実施するほか、研究所等の外部機関、海外認定機関等での技術

研修に可能な限り職員を参加させる。また、認定業務リスク対応事例の蓄積と職員

への周知を実施する。ＪＮＬＡについては、審査の知識及び技術の習得・向上を目

的に、土木・建築関係、電気関係等の技術研修を実施する。ＪＣＳＳについては、

校正技術の習得を目的に量別校正技術研修を年５回実施する。

④ 地域機関（ＡＰＬＡＣ、ＰＡＣ）及び国際機関（ＩＬＡＣ、ＩＡＦ）発行のマネ

ジメント及び技術文書の作成、改正作業に参画し、国際協力、貢献、地位の向上に

努める。また、認定機関活動に関連する国際標準化機関（ＩＳＯ／ＣＡＳＣＯ）に

係る規格やＪＩＳ等国内規格の作成・改正作業策定等に参画し、これらの文書を認

定センターのマネジメント文書等に適切に導入することにより、国際レベルでの信

頼性を維持する。

（２）国際的信頼性維持・向上等

① 昨年１２月のＡＰＬＡＣ評価チームによる再評価を受け、それにより行ったマネ

ジメントシステム運用の改善等をＡＰＬＡＣ ＭＲＡ評議会に報告し、ＡＰＬＡＣ

及びＩＬＡＣのＭＲＡ署名地位を維持する。

② ＡＰＬＡＣ及びＩＬＡＣの各委員会に委員１名を登録し、各委員会の活動に貢献

するとともに、ＡＰＬＡＣ技能試験委員会の委員長職を維持しつつその活動に貢献
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し、また、ＡＰＬＡＣのＭＲＡ評価に評価員１名を派遣することにより、ＭＲＡ自

体の信頼性向上及び国際的な地位の維持・向上を図る。また、海外認定機関の職員、

審査員の研修を１件受け入れること等により、海外認定機関との協力体制の維持、

強化に貢献する。

③ 本年５月に予定されている太平洋認定協力機構（ＰＡＣ）評価チームによる評価

を受け、ＰＡＣ及び国際認定フォーラム（ＩＡＦ）の相互承認協定（ＭＬＡ）署名

地位を獲得する。また、ＰＡＣ、ＩＡＦの総会、委員会に参加してこれらの委員会

活動に貢献することにより、製品認証機関を認定する機関としての国際的信頼性を

確保する。

④ 我が国における認定制度の信頼性向上、内外の認定機関情報の共有、認定基準の

透明性・同等性の確保、評価技術の向上を図るため、日本認定機関協議会を事務局

として主導的に運営し、認定制度の普及啓発・利用拡大のための広報活動を協議会

メンバーと協力して行う。また、認定センターが運営する要求事項の解釈等を検討

する委員会にメンバーが参加することにより、各々が実施する活動の中で解釈の統

一化を図る。同時に、審査員の相互利用や研修の共催など、メンバー間での可能な

協力を進める。また、ＡＰＬＡＣ及びＩＬＡＣ等の国際機関への意見、対応方針に

ついて事前協議を行い、我が国の認定機関の統一的な対応を図る。

３．標準物質に係る情報提供

① 標準物質を登録した国際データベース（ＣＯＭＡＲ）の運営の国内事務局として、

登録基準に適合した我が国の標準物質を中央事務局に登録申請するとともに、国際

標準物質情報を広く提供する。併せて、ＣＯＭＡＲ運営会議が開催された場合には

これに出席して国内の意見を運営に反映させる。また、標準物質総合情報システム

（ＲＭｉｎｆｏ）の運用管理の見直し案に合わせて当該国内事務局の見直し及びそ

の見直し案の実施に必要な調整を行う。

② ＲＭｉｎｆｏによる情報提供をホームページ等により適切に行うとともに、当該

システムへの情報入力を自ら行うことができる事業者の拡大を図るための働きかけ

を行う。また、当該システムの適切かつ効率的な運用管理を図るとともに、更なる

運用管理の改善を図るため、他の主体への移管を含めた運用管理の見直し案の検討

及びその見直し案の実施に必要な調整を行う。

Ａ－５．その他

１．講習業務

電気工事士及びガス消費機器設置工事監督者の講習業務については、これら業務を的確

に実施する。また、講習業務の民間等への移管に必要な作業を遅滞なく実施する。

（１）電気工事士法に基づく講習関係業務

電気工事士法に基づく定期講習を的確に実施する。

（２）特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に基づく講習関係業務

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に基づく資格講習、認定講習及び



- 14 -

再講習を的確に実施する。

２．依頼試験評価業務

依頼に応じて消費生活用製品安全法に規定する適合検査に係る登山用ロープの依頼試

験を実施する。

Ｂ．組織・業務運営における取組みの強化

Ｂ－１．内部統制の充実・強化

法令等を遵守しつつ、業務を効果的かつ効率的に行い、引き続き、外部からの信頼性を

獲得しながら組織のマネジメントを行うため、運営会議、リスク管理委員会、目標管理制

度等により、理事長のトップマネジメントによる内部統制を充実・強化するとともに、政

策効果（アウトカム）を意識したマネジメントを強化する。また、理事長ヒアリングを職

員に公開して行う等、経営陣と職員間における意見交換を積極的に行い、組織目標、具体

的な戦略、実施計画等について情報を共有する。

その際、コスト縮減を念頭に、予算の執行管理等を含め、業務全般にわたる管理運営の

適正化を一層図るとともに、事業の内部審査や評価について、対外的な透明性を一層確保

するための方策を検討する。

Ｂ－２．戦略的な人材の確保・育成

横断的キャリアパスの考え方をもとに、若手職員を中心とした能力開発研修や配置換等

を積極的に推進し、専門分野の複層化や業務経験の多様化を図るとともに、各年代層の部

署間アンバランス解消や中長期的観点を考慮しつつ、専門性を有する人材を外部からも積

極的に採用する。

また、外部機関との交流・連携強化を進める。

チャレンジ課題研修、英語研修を充実させるとともに、階層別研修及び各部・センターで

実施する専門研修では幹部との意見交換の場や部門間交流を考慮した内容を組み込むこと

とするほか、Ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇ等により柔軟な受講機会の拡大を図る。管理部門につい

ては、研修、適切な人員配置、ジョブローテーションの推進等により人材の育成を強化す

る。

人事異動希望や人事評価の面談においては、説明会や調整会合を実施することで面談者

のスキルアップと評価の均質化を図り、職員一人一人の能力や意向を的確に汲み上げて人

員配置や人材育成に適切に反映できるように取り組む。

Ｂ－３．機動的な内部組織の構築と人員配置

機構の各分野における専門家の流動化を図り、分野間の連携等を一層推進し、機構が保

有する多様かつ高度な技術的知見、人材、設備等の一体的な活用を推進する。

Ｂ－４．契約の適正化
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随意契約について、契約審査委員会等による厳格な審査を行い、必要な場合は公募を行

って参加者が現れた場合は、一般競争入札等を行う。

また、入札等における実質的な競争性を確保するため、情報提供の充実、透明性の確保、

入札公告の早期化、入札参加要件の緩和、複数箇所での説明会及び入札・開札の実施等に

より入札参加者の利便性を向上させるとともに、高額な物品調達等における一者応札やり

直し制度等により一者応札・応募の減少を図り、調達コストを削減する。

入札不参加理由等の分析、低入札価格調査制度の活用、総合評価方式の適用拡大、調達

原課への契約相手先履行状況調査等により、業務履行品質の向上を図る。

Ｂ－５．広報、情報提供の推進

機構の業務活動の成果を広く国民・社会に対して円滑、効果的に普及させるため、マス

メディアを活用した最新情報のタイムリーな発信や、各種展示、一般公開、データベース、

ホームページ、市民講座等の様々な広報手段を活用し、一方的に情報を提供するだけでは

なく、情報収集、調査分析を行うことにより効果的かつ効率的な広報活動を推進する。

Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置

１．効率化による経費の削減

中期目標で示された一般管理費（平均で前年度比３％以上削減）、業務経費（平均で前年度

比１％以上削減）及び人件費に係る削減目標を達成するとともに、新たに発生又は業務量の増

加が見込まれるものについても、運営費交付金の増大を抑制する。

給与水準については、平成２１年度における対国家公務員指数(年齢勘案１０５．２、

年齢・地域・学歴勘案９７．６）に鑑み、第三期中期計画期間中においても引き続き、

目標水準・目標期限を設定してその適正化に計画的に取組み、国家公務員に準じた給与

改定を行い、国家公務員と同程度の給与水準を維持するとともに、その検証結果や取組

み状況を公表する。

これまでもアウトソーシングを積極的に進めてきたが、引き続き、外部委託を行うこ

とによって、より効率的な業務運営となる余地のあるものがないかどうか検討を行い、

一層の効率化を推進する。

化学物質管理分野におけるリスク評価等に必要な情報の整備については、アウトソー

シングや外部人材の活用などにより効率的な情報整備を行う。

２．業務の電子化の推進

機構業務・システム最適化計画に基づき構築した機構の事務共通基盤情報システム（Ｎ

ＩＴＥ－ＬＡＮシステム）及び一般管理業務のシステムの安定運用に努める。また、同

最適化計画の評価結果を踏まえ、システムの利便性向上、経費削減等の観点から次期業

務・システム最適化の見直し方針及び業務・システム最適化計画を策定し、次期ＮＩＴ

Ｅ－ＬＡＮシステムの調達に向けて作業を開始する。

また、ＣＩＯ補佐官の積極的な活用によりＩＴ調達の透明性、公平性の確保を図ると
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ともに、ＩＴ調達制度の適切な運用及び必要に応じてシステム構築支援を行う。

機構全体の情報セキュリティ対策の向上を図るため、情報セキュリティ教育、自己点

検、情報セキュリティ監査を実施し、情報セキュリティ対策強化に努める。
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Ⅲ．予算、収支計画資金計画

１．予算

２４年度予算 （単位：千円）

区別 金額

収入

運営費交付金 ６，８２８，８００

施設整備費補助金 ２８２，９７５

受託収入 ２７０，６８２

うち国からの受託収入 １８９，９７６

うちその他からの受託収入 ８０，７０６

その他収入 ２７９，４３２

前中期目標期間繰越積立金取崩収入 ７５５，４９０

計 ８，４１７，３７９

支出

業務経費 ７，０１０，５８１

施設整備費補助金 ２８２，９７５

受託経費 ２７０，６８２

一般管理費 ８５３，１４１

計 ８，４１７，３７９

収入

講習関係収入 ３６３，８４２

前中期目標期間繰越積立金取崩収入 ３４８，５１０

計 ７１２，３５２

支出

講習関係経費 ７１２，３５２

計 ７１２，３５２
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２．収支計画

平成２４年度収支計画 （単位：千円）

区分 金額

費用の部 ８，３５８，６６９

経常費用 ８，３５８，６６９

業務経費 ６，１７４，５５０

受託経費 ２７０，６８２

一般管理費 ８３７，５６２

減価償却費 １，０７５，８７５

財務費用（利息） ０

臨時損失 ０

収益の部 ８，３５８，６６９

運営費交付金収益 ６，７３２，６８０

受託収入 ２７０，６８２

手数料収入 ２７９，４３２

資産見返負債戻入 １，０７５，８７５

寄附金収益 ０

臨時利益 ０

純利益 ０

目的積立金取崩額 ０

総利益 ０

費用の部 ７１２，３５２

講習関係経費 ７１２，３５２

収益の部 ３６３，８４２

講習関係収入 ３６３，８４２

純利益 ▲３４８，５１０

前中期目標期間繰越積立金取崩額 ３４８，５１０

目的積立金取崩額 ０

総利益 ０
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３．資金計画

平成２４年度資金計画 （単位：千円）

区分 金額

資金支出 ９，１２９，７３１

業務活動による支出 ７，９９５，１４６

投資活動による支出 １，１３４，５８５

財務活動による支出 ０

翌年度への繰越金 ０

資金収入 ９，１２９，７３１

業務活動による収入 ７，７４２，７５６

運営費交付金による収入 ６，８２８，８００

受託収入 ２７０，６８２

講習関係収入 ３６３，８４２

その他の収入 ２７９，４３２

投資活動による収入 ２８２，９７５

施設費による収入 ２８２，９７５

その他の収入 ０

財務活動による収入 ０

前年度よりの繰越金（前中期目標期間繰越積立金） １，１０４，０００

Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項

個人情報の取り扱いや文書管理について、適切な管理体制を維持するための監査を行う

とともに、個人情報を取り扱う事務や文書管理に従事する職員に対し、必要な教育研修を

行う。

また、機構が業務を適正に実施する上でその信頼性を損なうおそれが生じた場合や、機

構が行う法令の執行業務に関して、法令に違反するおそれのある事業者を認めた場合は、

厳正かつ迅速に対処し、機構及び法制度に対する信頼性の維持・向上に努める。


